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保護者 様 

春日井市立八幡小学校 

校長 伊 藤 治 彦 

 

台風１５号の接近に伴う給食の実施について（重要なお知らせ） 
 

 台風１５号が東海地方に接近する可能性が高まりましたが、９月９日(月)の学校給食は

実施の予定です。 

 以下の表をご参照のうえ、対応していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  

 ◎春日井市に「暴風警報」が発令されている場合 

 

暴 風 警 報 

 

 

授  業 

 

給 食(食事) 

 

Ａ 午前７時までに 

     警報解除 

 

通 常 授 業 

※通常通り下校 

 

給 食 あ り 

 

Ｂ  午前７時以降 

   午前11時までに 

      警報解除 

 １３時45分から 

       授業開始 

※13時30分までに登校 

※１４時５０分一斉下校

です。 

 

 

自宅で昼食 

 

Ｃ  午前11時を過ぎて  

も警報が発令されている場合 

 

  

 

休 校(授業はありません) 

 

○登校する際は、通学班による集団登校となります。 

○上記Ｂの場合は、集合時間は通学班ごとに異なりますのでご注意ください。 

（午後１時３０分に学校に到着するように集合してください）欠席や遅刻の場合は、

必ず学校までご連絡ください。 

○道路や建造物等の破損、大雨による冠水、強風等で登校が危険と保護者が判断された

場合は、登校させないでください。その際も学校にご連絡ください。 

連絡先 春日井市立八幡小学校 ８１－２７４９ 


